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1 昭和 63年 12月 16日(金曜日)午前 10時

1 館山市役所議場

1 出席議員 2 6名

1番 脇田 安保 2番 永井 寵平

3番 田沢 勝信 4番 圧奇二三男

5番 岩村 勝弘 6蕃 山崎 雅己

7番 生稲 陸 8番 鈴木 勝美

9番 山口 康雄 1 0番 鈴木 忠夫

1 1番 神田 守陵 1 2番 榎本 春光

1 3番 山中金治郎 1 4番 小宮 利夫

1 5番 横溝 功 . 1 6番 石井 昌治

1 7番 石井 謀 1 8番 目下 君敏

1 9番 川名 正ニ 2 0番 福原 勤

2 1番 辻田 実 2 3番 流山源次郎

2 5番 渡辺 昭夫 2 6番 近 藤 好雄

2 7番 林 豊 2 8番 飯田 義男

1 欠席議員 1名

2 2番 黒川 平治

1 出席説明員

市 長 半海 良一 助 梗 小倉 澄男

収 入 役 渡辺 弘 市長公室長 錦織 茂

総君臨 部長 渡辺 秀夫 民生 部長 小幡 清之

経済 部長 安西 良一 水道 課長 鈴木 信一

教 育 委 員 会 杉 村
委 員 長

芳枝 教育委員会福原
教 育長

修

1 出席事務局職員

事務 局長 川上 義雄 事務局長補佐 兵藤 恭一

書 記 鈴木 哲 書 言己 鈴木 修一

書 記 加藤 浩一

1 議事日程{第 3号)

昭和 63年 12月 16日午前 10時開譜

(議案第 43号 館山市職員給与条例の一部を改正する条例
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の制定について

日程第 1~ 議案第 44号 字の区域及び名称の変更について

議案第 45号 館山市神余農道、大井農道及び竹原農道災

害復旧事業分担金徴収条例の制定について

議案第 46号 館山市宝員及び二子治山事業分担金徴収条

例の制定について

議案第 47号 昭和 63年度館山市一般会計補正予算(第

3号}

日程第 2i議案第 48号 昭和 63年度館山市国民健康保険特別会計

補正予算{第 2号}

議案第 49号 昭和 63年度館山市ユースホステル特別会

計補正予算(第 1号)

請願第 14号 旧軍人軍属思給欠格者救済tζ関する請願書

日程第 3~ 請願第 15号 公立学校事務略員・栄養碍員の給与の国庫

負担削減に反対する請願書

請願第 16号 米の市場開放組止に関する請願書

開 講午前 10時 o4分

0議長{飯田義男君} 本日の出席議員数 26名、乙れより第 4回市議

会定例会第 3日自の会議を開きます。

議長の報告

。議長{飯田善男君) 乙の際、申し上げます。

議案説明費税申、一部繰りがあり、訂正されたいとの申し出がありま

した。お手元に配付の正誤表により御了承願います。

本日の議事はお手元tζ配付の日程表lとより行います。

議案の上程

。議長{飯田義男君} 日程第 1、議案第 43号乃至議案第 46号の各

議案を一括して議題といたします。
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質疑応答

。議長(飯田義男君) 乙れより質疑を行います。

通告がありますので発言を許します。

2 1番議員辻田 実君。御登壇顕います。

( 2 1番議員辻田 実君登壇)

02  1番(辻田 実君) 通告いたしました議案第 45号並びに 46号

はっきまして御質問を申し上げたいと思います。

最初lζ 、議案第 4 5号館山市神余農道、大井農道及び竹原農道災害復

旧事業分担金徴収条例の制定について御質問申し上げます。

まず、第 1点といたしまして、地方自治法の第 224条の規定には、

「特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収す

る乙とができる Jと明示されております。しかし、災害による復悶は一

般的にみて利益といえないと思います。また、利益とみる方は非常に少

ないと思うのでございます。したがって、 224条の規定を適用いたし

まして負担金を徴収するという乙とは、自治法の精神、解釈からいって

非常に無理があるのじゃないかというふうに思ラわけでございまして、

乙の点についてまず見解を明らかにしていただきたいと思うのでござい

ます。

第 2番目は、乙の条例案の適用を受ける農家は 25世帯になっておる

と思います。乙の数字lζ 間違いがないか、まずお伺いをいたします。

続いて、乙の 25戸の農家をどのようにして選定し、また徴収をお願

いするようにしたのか、その経過、選定方法について御説明をいただき
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たいと思います。

3番目に、乙の条例の適用を受ける農家の方々 29世帯になると思う

わけでございますけれども、乙れらの人についてはあらかじめ事前の了

解なり話し合い、そういうものがなされておるのかおらないのか、

3点についてお伺いをする次第でございます。

続きまして、議案第 46号館山市宝貝及び二子治山事業分担金徴収条

例の制定について御質問をいたします。

まず、第 1点として、宝員と二子の山林崩壊の状況とその災害の復旧

乙の
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はどのような形になっておるのか、わかりやすく教えていただきたいと

思います。

2番目 lζ 、山林の所有者は 2世帯という乙とになっておると思います

けれども、乙れに間違いはないか。

そして、山腹工事請負費といたしまして 11 1 0万円の補正予算が組

まれているわけでございまして、乙れは補正予算の申でもって審議があ

ると思いますけれども、乙の復旧工事費をもって 2件の山腹工事はほぼ

完全に修復できるものか、どういう形の修復がなされるのか、そして、

乙の修復以外になお所有者はそれ相応の工事、また応急的な処置をとる

必要は残されておるのかどうなのか、乙の点についてお伺いしたいわけ

でございます。

さらに、 3番目といたしまして、乙の山腹工事を行うと乙ろの事業、

乙れは個人の山林ですから、したがいましてぞれの復旧に対する一一一乙

れは補正予算とからむかもわかりませんけれども、要するはこの分担金

を取るわけでございまして、補助金が相当出ますけれども、この工事の

施行は市が直営でやるのか、それとも補助金を交付して個人の山林所有

者でとぎいますから、個人の山林所有者が請け負って仕事をするのか、

乙の請負者がだれになるのか教えていただきたい。

そして、請負契約になると思いますから、当然残金が出てくる、また

超過が出てくるといった場合lと、個人の山林の修復ですから、そういう

場合の処置。それとの関係で、分担金条例というものの申で徴収される

額は愛勤してくるのか、変動して乙ないのか、そ乙ら辺についてひとつ

教えていただきたい、以上でございます。

(市長半海良一君登壇)

。市長(半海良一君) 辻回議員の御質問にお答えをいたします。

議案第 4 5号及び議案第 46号の分担金についての御質問でございま

すが、農業関係の災害復旧事業費について、なぜ分担金を取るのか、そ

の法的根拠はというような御質問でございましたけれども、農業用道路

及び治山事業はっきましては、御指摘のように地方自治法第 224条の

規定に基づき利益のある事件に関し必要な費用 lζ充てるため特に利益を

受ける者から分担金をお願いするという乙とになっておりまして、従来
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の例lζ従いまして分担金を徴収しようというものでございます。

また、治山事業はっきましては、保安林の保全を図るための事業でご

ざいまして、その所有者lと応分の負担を求めるものでございます。

次tと、受益の範囲はどのように定めたのか、また、受益者の了解を求

めたのかという御質問でございましたが、当該農業用道路の通常維持管

理、または耕作の目的に利用している者を関係地権者といたしまして、

地元農家組合との協議そ得た上で、受益者tζ事業の了解を求めたもので

ございます。

なお、詳細はっきましては、経済部長から御答弁申し上げます。

0経済部長(安西良一君) 宝員及び二子の治山事業でございますが、

その修復の内容という乙とでございますけれども、 ζ れにつきましでは

宝員の方が土どめ工事、乙れはコンクづート及びコンクリートブロヲタ

積みでございます。延長は 20m、高き 3m、家屋付近は 15mの 2• 

5 mという乙とで、防護棚を設けるように計画してございます。

なお、乙のためにのりきり、あるいは切り取ったあとの山側の方院、

斜面に対しまして芝張り、ぞれから一部植栽工事が予定されております。

それから、二子の工事の関係でございますが、吹きつけ工事一一ーとれ

はのりきりをいたしまして、その斜面lζ モルタルで吹きつけ工事が予定

きれております。約 700立米の予定でございます。乙れは妙長寺とい

うと乙ろでございます。

ぞれから、工事の関係でございますが、その後、個人が実施するもの

があるかどうかという乙とでございますけれども、それを実施いたしま

すと、個人で実施する部分というのはほとんどないという乙とでござい

ます。

それから、工事の事業主体でございますが、乙れは県の方からの補助

金と個人からの分担金、ぞれに市費を加えまして、市が実施するという

ように予定されております。

以上でございます。

02  1番(辻田 実君) 事業内容とか、その資金の面については、補

正予算等でありますし、また乙れらの議題は委員会lと付託されますから、

細かい点については省略いたしますけれども……。
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まず、第 1点の、災害復旧に対して、そして破損された農道が元に復

する、それによって利益は地元の人にはないと思います、どう見ても。

だから、 224条の適用というのは無理じゃないですか。利益というも

のは、今までずっと継続してその道路があった、乙れをよくする乙とに

よって便利になるとか、さらには道路の道幅が広くなって、非常に利用

しやすくなったという新しいものが出てきた場合に、これをもって利益

ではありませんか。今回の場合には、農道が雨lζ よって壊れてしまった

わけです。欠損したからそれを元に戻すという乙とですから、戻すとい

う乙とは利益という言葉じゃないと思うんです。

災害復旧というのは、そういう面でもって予算的にも別枠です。今回

の場合lとは、災害復旧で現状に回復するというものに対して 224条の

適用というのは、あまりにも法の拡大解釈であり、分担金を、災害者か

ら原状に復するものを徴収するという乙とを、法令にあてはめるという

のは私はちょっと問題があるんじゃないかというふうに思うんで、乙の

適用は私は一一どう答えられるか。

さらに、乙の問題は委員会の申でもって慎重審議していかないと、今

後乙れは前例になって、災害でも何でも事業をやるものについては分担

金を取る、それで 224条の適用だという前例を残すと非常に問題があ

る。災害復旧については、私はそれはあるべきじゃないんじゃないかと

いうふラに恩ラんですけれども、大まかな枠で結構でございますから、

ζ 乙の答弁で、さらに委員会の中でこの点については詰めてもらいたい

と思うんですが、その点について、今の範囲内で解釈をいただきたい。

同時児、 2番目児、農道の欠損箇所、市の全員協議会tζ 配られた資料

でまいりますと、農道欠損箇所が 21カ所、それから農道の埋没が 20 

カ所、計 41カ所が報告されているわけです。農道だけについてです。

全体的には 221カ所の災害が出ておりますけれども、乙と農道につい

ては 41ヵ所あるわけでございます、そのうち災害復旧を受けたのは、

国の補助の復旧申請をしたのは 5カ所、うち山林が 2ヵ所という乙とで

ございますから、山林の 2カ所というのは、山林崩壊は 2カ所ですから

全部報告の申で適用になっておりますけれども、乙乙で差し引き 28カ

所の崩壊地域があるわけです。那古、船形等あるわけでございます。乙

一120-



しなかったのは、するほど

乙れはいいといたしまして、

こら辺については、国の申請をしなかった、

でもなかったという乙とでございますから、

乙の地域におきますと乙ろの災害復旧には市から原材斜を交付したと乙

ろが 107カ所という乙とで未交付地域が 39カ所となっているわけで

ございますけれども、乙の地域の災害によって乙うむった被害の修復は

地元だけでやるのか、それとも市の方の一般の農林予算、その他でもっ

てやるのか、乙の区分がどうなっておるのか。

乙の質問の趣旨は、適用金受けたと乙ろについては分担金を取ってや

る、適用金受けないと乙ろについては全くやらないという乙となのか。

材斜だけ送って、あとは地域の人たちが自主的に回復する、農家組合等

でもってやる、こういうふうになるのか。その段階民、同じ災害の申で

もそういう不平等というんですか、ぱらつきが出たのではいけないんじ

ゃないか。災害ですから、通常の場合じゃないんですから。災害復旧と

いうのは平等に同じような負担でやっていくというのが原則だというふ

乙の点についてはどういうふうに

なっているのか。 9カ所以外、 28カ所の災害復旧の手当ての万法、原

状復帰の方法等、それに対する分担割合、地元の人の労力なり金なりの

提出割合というものはどういうものなのか、乙れを明確にしてもらいた
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うに思うわけでございますけれども、

3番目には、市道の災害復旧費につきましては、

ざいます。道路につきましては、大体 9カ所ぐらいであるわけでござい

ますけれども、乙の工事請負につきましては全体的には 87 6 4万円と

いう膨大な一般道路復旧費というものが組まれまして、そして乙の復旧

については補助金の残額 29 3 5万というものが想定されるわけですけ

れども、乙れは起債と市の一般会計で埋めるわけです。一般の市道につ

いては、災害復旧についてはその地域の負担金はないわけです。農道lζ

負担金があって市道に負担金がないという根拠はど乙にあるのか。

利益とデメリットは具体的にはどういう乙となのか、これをお伺いした

いと思う。

特に、最近、市民の申から、市街地の方はよくやるけれども、農村部

は何もやってくれないという声があります。私は、そのような市政をや

9ヵ所あるわけでと

乙の
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っているとは思わないけれども、そういう声は非常に多く聞かれるわけ

でございまして、そういう意味からもやはり農道と市道のこういう区別

巻したのはどういうと乙ろはどういう根拠があってなされたかというこ

とは、やはり明確にしてもらわないと、私ども議員といたしましても非

常に困るわけでございまして、市当局もそういう点でもって因ると思う

んで、そ乙ら辺の点についてひとつわかりやすく教えていただきたい。

以上、 3点について再質問いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

。経済部長(安西良一君) いわゆる分担金の法令を一一一224条でご

ざいますが、農道関係あるいは山林の災害復旧関係lζ適用するという乙

とは行き過ぎじゃないかというようなお話でございますが、分担金の法

令の解釈等を見ますと、例えば一定地域lと対する防疫、防風、防火、防

水もしくは防潮などのためであっても適用になるというような乙とで解

釈がなされております。また、過去におきましでも乙のような乙とで 2

2 4条の分担金の適用を受けて、市においては実施しておるというのが

実態でございます。

それから、適用外のととろの修復はどのようにやっているかという乙

とでございますが、災害に適用にならない小規模な災害といいましょう

か、ぞれにつきましては資材受付をいたしまして、地域の方々の労力提

供をお願いし、関係者で修復をしていただいておるというような乙とで

ございます。

それから、農道と一般市道といいましょうか、農道にはいろいろ地元

負担だとか、そういうのが謀せられているのは、市道の方は全く負担が

ない状態で復旧がなされているのではないか、乙の辺の遣いはどうかと

いう乙とでございますが、市長の方からも御答弁があったと思いますが、

農道災害復旧事業につきましては、市道とは全く異なりまして、いわゆ

る認定外道路という形になっておるわけでございます。したがいまして、

農業用の道路機能を回復するためには特定の受益者の応分の負担を求め

ておるというのが実態でございます。そのような乙とで処置しておりま

す。

以上でございます。
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02 1番(辻田 実君) 乙の点については、災害の復旧が受益なのか

どうかという問題、簡単には解釈できないと思うし、乙乙でやるのには

ちょっと不適当だと思いますので、その点については検討していただき

まして、委員会もある乙とですから、関係委員会の申でじっくり討議を

してもらいましてやっていただきたい、乙のように思いますので……。

私は、いろんな聞きたい乙とがありますけれども、それは委員会付託

があるようでございますので、一応乙乙で打ち切りますけれども、今、

出されました意見、答弁の方もそれらに対する準備というものが内部的

lζ十分されておらないようでございますから、部長の答弁もちょっと苦

しそうで非常に申しわけなかったんですけれども、そ乙らはひとつ内部

討議をいたしまして、要するに受益者の問題、 224条の適用の問題、

それに対する徴収する範囲、農家組合でいいのか、市街地の場合、今、

農道といってもいろんな人が通るわけですから、市街地ほいろんな人が

通るからそ乙の地域はいい、農家の方はたまたま農家組合等もつく勺て

一生懸命やっているから、前例に従って取る、乙れじゃ理由化ならない@

乙の場合、災害復旧という非常事態の佐賀なだけ位、とれは取るべきじ

ゃないんじゃないかという見解があるものですから、そういラ乙と Kな

れば農道は一般の人は通っちゃいけませんよと言えるととになっちゃい

ますといろいろ困る点も多く出てくるわけで、そんな乙とはないと思う

けれども、そういう乙とになちかねないという乙とでございますので、

そ乙ら辺については十分内部的な検討をいただきまして、委員会等でも

って、関係委員会の方は大変かと思いますけれども、詰めていただきた

い。

以上をもちまして、質問を終わります。

0議長(飯田義男君) 以上で、 21番議員辻田 実君の質疑を終わり

ます。

以上で、通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員で御質

疑ありませんか。一一制質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いた

します。

委員会付託
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0議長(飯田義男君) ただいま議題となっております議案第 43号乃

至議案第 4 6号の各議案は、お手元lζ配付の議案付託表のとおり所管の

常任委員会は付託いたします。

議案の上程

O議長(飯田義男君} 日程第 2、議案第 41号乃至議案第 49号の各

議案を一括して議題といたします。

質 疑応答

。議長(飯田義男君} 乙れより質疑を行います。

通告がありますので、発言を許します。

1 1番議員神田守隆君。御登壇顕います。

( 1 1番議員神田守隆君登壇)

o ]. 1番(神田守隆君} 議案第 41号一般会計補正予算について御質

問いたします。

私の質問は、議案書lζ沿って行ってまいりたいと思います。

2 1ず毎お聞きください。観光費申、 fJ入川河川滅菌装置設置工事請

負費 14 0万円についてお尋ねをいたします。

説明資制によりますと、 ft$'入川lと滅菌装置を新設し河川滅菌の強化

を図る」とあるわけでありますが、乙の新設とされた理由について御説

明をいただきたいと思います。

次区、河JII滅菌はどのような効果があるというふうに考えておるのか

御説明ください。

さらに、塩素などによる殺菌を長期にわたり、かっ大量に行った場合、

河川区生息する生物、徹生物等の生態系など、環境への悪影響の心配は

ないのかどうか、乙の辺についてどう考えているのか御説明いただきた

いと思います。

さらに、また乙うした河川滅菌というやり方については、基本的には

あまりよい方法とは思わないわけでありますが、乙うした河川滅菌を年

じゅうやっている、乙ういうような事例はあるのかないのか。乙うした

事例についての調査がありましたら御説明告をいただきたいと思います。
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次位、同じく 21 ~ーであります。観光費の申の、すぐ下はあります千

葉コンペンション推進協議会負担金 50万円についてお尋ねをいたしま

す。乙の千葉コンペンション推進協議会とはどのような協議会でござい

ますか。その活動内容などについて御説明をいただきたいと思います。

また、 50万円の予算でございますが、乙の算出根拠はどのようなも

のなのか御説明唱をいただきたいと思います。

次lζ 、その下にありますリゾート重点整備地区整備推進連絡協議会負

担金 39万 10 0 0円についてお尋ねをいたします。リゾート重点整備

地区整備推進連絡協議会という乙とで、推進を銘打っておるわけであり

ますが、整備内容について反対、保管の意見も住民の申では相当あるよ

うに考えられます。こうした申で、あえて推進をうたった協議会の ζ の

設置目的について御説明をいただきたいと思います。

次lと、乙の協議会の事業内容はどのようなものなのか。きらに、また

この協議会は、どのような構成になっているのか。との 39万 1000 

円の負担の割合について御説明をいただきたいと思います。

次lζ 、 23す、公園費の申で館山運動公園整備事業負担金 1億 598

0万円と多額の減額補正でございますが、説明資料によりますと、体育

館建設の一部が来年度に繰り越されたためだとされているわけでありま

すが、乙の工事繰り延べの理由は何なのか。また、乙うした乙との結果、

市民が乙の施設を利用する、その供用開始がその分遅れるととになるの

ではないかという危慣があるわけですが、乙の点についてはどうなるの

か御説明をいただきたいと思います。

以下、御答弁lとよりまして再質問をさせていただきます。

(市長半海良一君登壇)

。市長{半海良一君) 御質問にお答えをいたします。

第 1点、汐入川河川滅菌装置設置工事に関する御質問でございます。

まず、設置の理由は何かという御質問でございますが、北条海岸の海

水浴場のふん便性大腸菌群対策として、昭和 45年比河川滅菌装置を汐

入川lと設置したと乙ろでございますが、施設が老朽化したため、新たに

設置しようとするものでございます。

次lζ 、河川滅菌は効果があるかという御質問でございますが、既存の
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滅菌装置稼働時においてふん便性大腸菌調査の結果、海への流入口では

かなりの効果があったと乙ろでございます。

次lζ 、環境への悪影響の心配はないかという御質問でございますが、

既存の装置により昭和 4 5年より河川滅菌を実施しており、今まで特に

問題はございませんでしたが、今後とも自然との調和を図りながら、環

境への悪影響が起きないよう追跡調査等を行いながら実施してまいりた

いと考えております。

次lζ 、河川滅菌を年じゅう実施している事例はあるかという御賓問で

ございますが、調査した範囲内ではございません。

次lζ 、千葉コンペレション推進協議会負担金についての御質問でござ

いますが、乙の千葉コンペンション推進協議会は、コンペンションの振

興を図る乙とにより、県内の各地域の都市機能の充実、国際化の進展、

経済の活性化lζ寄与する乙とを目的とするものでございます。

業務内容につきましては、財団法人千葉コンペンションビューロ一一

一乙れは仮称でございますが、乙の設立準備、コンペンションの誘致、

調査及び企画、情報の収集と提供、県内観光レクリェーション施設の活

用化関する事業を行うものでございます。

なお、協議会の会員は、県、市町村、各種団体、民間企業、私立大学

等でございます。

負担金の割り当て根拠は何かという御質問でございますが、県内各地

域の経済的波及効果を考慮し、宿泊・レジャー施設、観光・リゾート地

域等の要素により決められたものでございます。

次l己、リゾート重点整備地区整備推進連絡協議会負担金についての御

質問でございます。

まず、第 1点、協議会の設置目的につきましては、重点整備地区にお

ける関係市町村、事業者等の緊密な連携lとより、特定施設の整備及びそ

の運営等について、地域全体としての一体性を図り、リゾート地として

の整備を計画的かっ円滑に推進しようとするものでございます。

次lζ 、協議会の事業内容についてでございますが、リゾート地域の整

備推進のための調査、研究、会員相互の連絡調整、企業の事業参加の促

進、既存観光業者との連携、地元特産物の利用等の促進方について検討
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する予定でございます。

また、今後、県で策定される房総リゾート地域整備基本計画に基づき

重点整備地区整備実施計画の策定はっきましても検討してまいりたいと

考えております。

次iζ 、協議会の構成の御質問でございますが、関係市町村及び関係事

業者並びに地域における推進団体、関係産業者団体等を予定いたしてお

ります。

次に、負担割合についてでございますが、各協議会ごとに県からの負

担金 90万円、会員の負担金として 45万円を予定しておちます。その

4 5万円のうち、事業者の負担金として 15万円をお願いし、 30万円

について市町村が負担しようとするものでございます。

本市lとおきましては、 2つの協議会の設置を予定しており、 1つが仮

称館山サンシャインリゾート推進連絡協議会、もう 1つが仮称南房ヲラ

ヮーパークリゾート推進連絡協議会でございます。前者につきましでは、

関係市町村が館山市のみでございますので、 30万円の負担となります

が、後者につきましては関係市町村が市をはじめ白浜町、千富町、丸山

町の 1市 3町でございますので、市負担分としては事業の費用及び面積

等を勘案して 9万 1000円と積算し、あわせて 39万 10 0 0円の補

正をお願いするものでございます。

次l乙、館山運動公園整備事業負担金についての御質問でございます。

まず、繰り延べの理由につきましては、体育館の建設工事の着工が、

実施設計に時間を要した乙とと、工事契約承認の関係で県議会後の 12 

月になった乙とから、 63年度当初予算計上の工事量の消化が困難とな

ったため、 63年度、 64年度の予算配分が見直された結果によるもの

でございまして、実施設計につきましては地元からの要望も含め、より

充実した施設整備をという乙とから時間をかけたと伺っております。

また、供用開始は、当初計画どおり、 6 5年度初めという乙とで変わ

りはないという乙とでございます。

以上、答弁を終わります。

o 1 1番(神田守隆君) 汐入川の河川滅菌装置、昭和 45年の設備が

老朽化して、新しいものに取りかえるという乙とで、新設ということで
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ありますけれども、いわば取りかえだという乙とで、乙のととは理解す

るんですけれども、乙の滅菌装置の利用が今後強化するというような趣

旨の内容で説明書にあるわけで、乙れまでの乙の滅菌装置の利用につい

ては効果があったんだというような乙とがあるわけですが、しかし、乙

れまでの保健所の調査方法についても、今まで大腸菌数ということでや

られていたものが、最近ではふん便性大腸菌という乙とで、調査の方法

も変わったという乙とがあって、大腸菌全体を死滅させるようないわば

十把ーからげに殺菌をするという方法については、従来どおりのやり方

でいいのかという疑念を持っているわけです。

保健所の方もふん便性というような乙とに着目をしたやり方に変わ

ってきておりますし、そういう点から従来どおりのやり方がはたして効

果があるのかなという点を疑念を持って感じているわけで、場合によっ

てはその乙とが大腸菌全体を死嵐させるという乙とは、当然いろんな徹

生物との関係も出てくるでしょうし、そ乙の生態系全体への影響も当然

危倶しなきゃいけないという乙とでありますから、乙れまでの実績を踏

まえた上で、強化をするんだという乙とについては今少しよく考えた方

がいいんではないか。今まで他の地域で也、とうした事例はあまりそち

らで調査した限りでもないという乙とでありますから、乙のやり方につ

いて自然環境との関係で慎重なやり方をする必要があるんじゃないか、

との辺についてどういうふうに実施の方法、どのくらい強化するのか、

年がら隼じゅうまきますよと、量についても今までの倍忙しますよとか、

3倍犯しますよとか、あるいは今までと同じ量でやるとか、乙の辺のや

り方をどういうふうに考えているのか、いま少し御説明をいただきたい

と思います。

それから、次に、コンペンション協議会の負担金の関係でありますが、

県が膏頭をとって進めている、いわゆる幕張メッセの関連事業だという

ふうに理解をいたしますけれども、経済波及効果に応じてそれぞれ負担

金を出したんだ--J富山が 50万円というのは、どうして 50万円なの

かなというのは、それではよくわからないんですけれども、鴨川が 10 

0万という話を聞いてますし、いろいろ経済波及効果というのをどうや

ってみるのかというのは大変難しい議論が必要だというふうに考えるわ
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けですが、今後、財団法人コンペンションピユーローという形で設立し

ていくんだ、今は準備会という乙とで乙の推進協議会が位置づけられて

いるんだ、その負担金は 50万円という乙とですけれども、いよいよコ

ンペンションピユーローが設立するんだよという乙とになった場合には、

当然かなりの負担も考えなきゃならぬじゃないか、そういう点では 50 

万円にとどまらない問題だろうと思いますので、こうした規模一一一どの

くらいの具体的な規模を市では今後考えていくのか、その辺のお考えは

どうなのかという点でお聞かせいただきたいと思います。

次lζ 、リゾート重点整備地区整備推進連絡協議会負担金lζ 関連して、

地域との一体性を図って重点整備地区の話を進めていくんだという乙と

で、構成についても市や事業者や地域の方、あるいは産業団体の方、乙

ういう乙とであります。しかしながら、乙の市が発表しました構想U:つ

いては、私も昨日、ゴルフ場の問題、大変大きな問題ですよ、乙れに対

しては考え直すべきじゃないかという提言もしたわけです。そういろ点

では非常に設置の申で推進をうたったということになりますから、住民

の方で反対だ、保留だということを含めましてそう簡単位屈を入れられ

ないぞと思うのは当然だろうと思うんです。

乙の辺については、何で、推進という前提のもとに ζ ういう協議会一

ーというのは、若干の手直しはあるかもしれないけれども、ゴルフ場の

問題についてはきっぱりとだめですよ、とういう態度で進むというとと

ではなかなか足を踏み入れられないんじゃないかというふうに思うんで

す、乙の会の性格について。そういう点でどういうふうに考えられるの

かお聞かせをいただきたいと思うんです。

さらに、乙れに関連いたしまして、昨日も論議をしましたゴルフ場の

問題について、十分論議ができなかった点もございましたんで、関連事

項という乙とで少しお尋ねをしたいと思うんです。

それは、市が発表したリゾート基本構想との整合性という点で、どう

も納得できないんです。昨日の経済部長の話では、ゴルフ場については

館山にふさわしいリゾート施設だというお考えだ、乙ういう御発言があ

りました。乙れは海洋性リゾートタウン構想の申でど乙をどう読めばそ

ういう解釈が出てくるのか、そういう話は全く乙の申で出て乙ないんで
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す。ですから、基本構想とは違う考えなんだ、発展した、あれは古くさ

いんだという乙とでお考えならばそういう乙とで御説明していただいて

結構です。いや、あの基本構想と整合性はあるんだ、基本構想の申でそ

のゴルフ場、こういう位置づけの申に出されているんだというお考えな

らば、その辺についての説明をわかりやすくしてもらいたいんです。乙

れは部長さんはお答えをお願いしたいと思うんです。

それから、市長さんは、乙の基本構想については、マリンスポーッな

どを柱にそのほかのスポーッということで、その申にたまたまゴルフ場

があったんだ、私どもからすると言いわけにしか聞えないんですけれど

も、御都合主義の蓄いわけだというふうに言わなければならないんです。

地区整備の基本として、構想の申では、西岬はマリシスポーッを主体と

した開発を促進する、富崎については漁業振興と相まった海洋レクリエ

ーション地域として整備を図るとなっているんです。乙乙からゴルフ場

開発というものを引っ張り出すというのはかなりの無理があろうという

ζ とはだれもが認めるところだと思うんです。

そして、乙の構想を読みますと、構想の申の考え方としては、それぞ

れ個々のリゾートがそれぞれその地区にふさわしいレクリェーションを

提供するととによって、館山の地域全体として多様なレクリェーション

が楽しめるようにするということを述べているんです。乙の構想の中で

はど ζ でも同じようなスポーッじゃまずド、あそ乙ではゴルフ、乙乙で

ばマリンスポーッ、乙乙では何だという乙とで、館山の地域全体として

はいろんな多様なスポーッができるんだ、すでに館山には 2ヵ所のゴル

ヮ場也あるんで、乙れもその申で位置づけていきましようというのが、

あの基本構想です。だとすれば、新たにみんな同じようにゴルフ場を 3

つもつくるというのは、あの構想の基本的な考え方からすれば、非常は

これ金踏みはずしたものだというふうに言わざる巻得ないわけです。

乙ういう点から見れば、市長きんはあくまでもあの基本構想に整合性

があるんだというような趣旨の御発言だったと思うんですが、私は乙う

いう点争踏まえると基本構想の考え方を否定しているというふうに考え

ざるを得ない。そういう点では、市長さんの言いわけは言いわけにもな

っていない。明らかに基本構想と違う考えで乙の 3つのゴルフ場計画は
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出てきたんではないか、乙の辺について市長さんのお考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

さらに、昨日の質問の申で十分御答弁いただけなかった問題点として、

鳥獣保護区の指定の問題がございます。乙の問題は自然保護の問題をど

う考えるのかということにかかわる重大な問題だという点でお考えをい

ただきたいと思うんです。

現在、館山には 2つのゴルフ場があるわけでありますけれども、乙の

ゴルフ場の開発というものでは、過去の歴史を振り返ってみますと、大

変、館山の歴史にとっても重要な問題点があったんだと思います。

1つは、グランドホテルの工事の際に、坂井翁作古墳が破壊されてい

るわけですね。乙の安房の古代史がどういうものであったかといろ点を

解明する上で大変貴重な古墳であったというふろに考えられるわけです。

乙乙からは環頭大万という剣が出土して、しかし、古墳は壊されて剣が

出てきましたよ、残念ながら学術調査はできませんでした、乙ろいろ乙

とだけが残っているわけです。どのような古墳がどういう規模で、ど乙

の地域はどうあったのか、それが安房の歴史を知る上で非常に重要だっ

たんではないかと、今にして思えば大変残念な結果lとなったわけです。

また、房州カントリーが開発されましたけれども、乙の房州カントリ

ーの開発地域を主な水源にしております佐野川には、天然記念物のオオ

ウナギが生息している。乙のオオウナギは熱帯性の大変珍しい魚で、和

歌山県の白浜で絶滅が伝えられて、いま、本州では 81年に生存が確認

されたとしている、乙の館山の佐野川が唯一の生息地になっているわけ

です。しかしながら、最近、乙のオオウナギの生息が聞かれなくなって

いる。あるいは絶滅したかもしれない。乙の本州の申でただ 1カ所だと

いわれている、非常に熱帯性の動物という乙とで、乙の安房の地域の自

然、乙れがどういうような自然なのかということでは、非常に黒潮の影

響を受ける自然環境だという乙とがいわれて、乙れが安房の地の、非常

lと大きな地域の特殊性を語る生物、乙ういうものの絶滅が危倶されてい

る。

過去の、乙うしたゴルフ場開発というものが、乙の地域のいわば非常

に重要な費源を失わしめてきたという、乙ういう歴史を見ないわけにい

-1 3 1 -



かないわけです。ゴルフ場開発は、乙うした館山の貴重な財産をつぶし

てきたというような乙とを考えなければならないんではないか。市長さ

んは、 9月 20日の毎日新聞の申で、市長さんのプロフィールという乙

とで紹介されました。私も大変興味深く読みましたけれども、あの申で、

文化福祉都市館山という乙とで、小さくても宝石のように輝くまちにと

いう乙とを言ってるわけです。大変立派なきれいごとだと思うんです。

やっている乙とは、館山の輝きに磨きをかけるど乙ろか、乙れに俗悪な

メヅキを塗りつぶすような乙とをやってるんではないかというふうに思

わざるを得ないんです。

今度の計画の申で、野鳥の森などの鳥獣保護区lζ ゴルフ場をつくるん

だという乙とを言っておるわけでありますけれども、館山の貴重な自然

をつぶすためにわざわざゴルフ場をつくるような計画というのは大変問

題がある。鳥獣特別保護区、とれを保護するという乙は、市長さんがか

ねがね言うように、宝石のように輝く館山の財産をどう考えるのかとい

う問題だろうと思うんです。乙の点についてはきちんとしたお考えをお

聞かせいただきたいと思うんです。

以上、再質問いたしましたけれども、御答弁をお願いいたします。

0経済部長(安西良一君) まず、第 1点の、河川滅菌装置を設置した

場合の、方法はどのような方法でやるのかというような御質問でござい

ましたげれど也、現在、計画いたしておりますのが、潮の干満lζ合わせ

まして、自動装置によりまして次亜塩素酸ナトリウムの点滴を適量河川l

U:注入していくというような方法で考えております。

注入量等につきましては、生物に影響のないようにという乙とで、海

への流入地点で残溜塩素の濃度がコンマ lPPM程度lとなるように注入

してい乙うというような計画でおります。

ぞれから、出掃金といいましょうか、将来、予想されるコンペンショ

ンピユーローに対します出資等が相当多額になるんじゃないかというよ

うなお話でございますが、乙れらはっきましては現段階ではどのくらい

のなるかというような乙とが明確になっておりません。したがいまして、

また、県でも全体的な枠といたしましては一一一ちょっと、今、資制を持

ち合わせておりませんですが、総体的な考え方といたしましては、横浜
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のメッセですか、そちらの方の兼ね合いと大体同規模ないしはそれより

ちょっと上回るぐらいというような考え方を持っているようでございま

す。乙れらについて、地方公共団体がどの程度分担するのかというよう

な乙とは、乙れから検討されてくるという段階でございますので、乙の

辺でと容赦を願いたいと思います。

それから、推進協議会という名称をなぜ使ったか、ゴルフ場をやるべ

きかどうかという乙とがまだ疑問の多い申でどのように考えているのか

ということでございますが、ゴルフの必要性といいましょうか、それに

つきましては、考え方といたしまして、ゴルフ場の経営については安全

を確保するという乙とはむろん必要でございますけれども、リゾート事

業として安定した集客性があるというようなとと、あるいは事業の採算

性、あるいは宿泊施設等への付加価値、乙ういったものの複合施設のー

っとして考えておるという乙とでございます。

それから、 5点目の、鳥獣保護区があるが、そと肥開発計画がなされ

ているというような乙とで、その辺はどう考えているのかという乙とで

ございますが、あす乙の土地はっきましては、御案内のように野鳥の森

以外は、あるいは一部自然休養村ですか、それらの土地もあるようでご

ざいますが、ぞれ以外はほとんど個人所有の土地であるという乙とが一

つは考えられると思います。もう一つは、企業者側にとりましては、野

鳥の森を除く一部を開発区域に入れたいという乙とで計画しておるよう

でございますが、市といたしましては、地域の特性を生かした計画をす

るように現在、いろいろ調整を図っていると乙ろでございます。そんな

と乙ろで、できるだけ調整が図れるものは調整を図ってい乙うという乙

とで、今、企業者側といろいろ折衝を重ねているという段階でございま

す。

以上でございます。

。市長(半海良一君) リゾート開発の基本的な考え方は、民間活力の

活用という乙とでございます。ですから、いろんな諸施設は民間企業が

やっていただく、そしてそれに対するインフラを自治体が整備する、乙

ういう乙とになっているわけでございます。

民間企業のリゾート開発にあたっては、市といたしましては、海洋性
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リゾートタウンという基本的構想にのっとって、しかも、総合的な複合

的な施策をしてもらいたい、すなわち単lとスポーッ施設だけではなくて、

そのほかの居住施設とか、あるいは文化教養施設、そういうものを総合

的な開発をするように指導をしているわけでございます。その申で、き

のうも御答弁申し上げましたように、マリーナもありますし、ヨットハ

ーパーもある、フィッシャーマンズワーフみたいなものもつくろうとい

っているわけでございます。スポーッ関係としては、ゴルフ場ももちろ

んありますけれども、テニスコートもつくるとか、いろんな計画が入っ

ているわけでございますので、決して、市としてゴルフ場を中心にもの

を考えているわけではございません。あくまでも総合的、複合的なリゾ

ート施設というふうに考えていると乙ろでございます。

。経済部長(安西良一君) もう 1点、質問から落として申しわけござ

いません。いわゆる海洋性リゾートタウン構想とゴルフ場についての関

係について明らかにしろというお話でございましたが、海洋性リゾート

タウンの理念といたしまして、スポーッ機能を整備するという乙とが明

らかになっておりますし、その申でもテニス場、スキー場、ゴルフ場、

ボーリング場あるいは野球場、水泳、ジョギング、乙ういったものがや

ってみたいスポーッの申に繰り入れられているという乙とでございます。

以上です。

() 1 1番{神田守陵君) 汐入川の滅菌装置の関係については、率直に、

私先ほど述べましたそういう危倶を持っております。したがいまして、

その運用にあたっては、実際lととうした乙とをやっていると乙ろもない

ようでありますから、慎重に影響を計りながら対応していただきたい。

乙ういう乙とでとの点については了解いたします。

それから、コンペンション推進協議会の負担金については、横浜と同

じ規模だという乙とで、横浜は幾らでやるんだかわかりませんから、答

えちょっとわからないんです。要するに、館山市は幾ら覚悟しなければ

ならないんだという話を、もう少しわかりやすく話ができないんですか。

横浜はじゃあ幾らでーーじゃあ乙ういうふうに聞いたら大体わかります

か、ずばり金額は幾らぐらいだと言ってもらえば一番いいんですけれど
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も、今度館山市が 50万円出すという予算ですね、全体で推進協議会は

幾らで、その申で 50万円というのはどのくらいの規模なのか。そして、

財団法人が設立された場合に全体はどのくらいの規模なのか。そして、

それについて大体割合については横すべりで考えていいのかどうか。ぞ

うやっていえば大体答えられるんじゃないですか。大体、横滑りよりも

多くなるのか、少なくなるのか、若干それについては見通しははっきり

しないというならば、そういう乙とで御説明いただければいいんですけ

れども、その乙とだったらわかるんじゃないですか。それについて、最

終的位、館山市は出指金出して参加するか、参加しないかは、またその

とき多いか少ないかは、またそのときの議論をすればいい乙とですから、

現在、どの程度どの規模で考えておかなければならないのかというとと

について、もう少し一一寸伝ほどの答弁ではさっぽりわかりませんので、

そういう乙とでお答えいただきたいと思います。

それから、リゾートの関係ですけれども、市長きんのお話で、民聞が

諸施設の整備をやる、そして、ぞれに関する社会的な基盤、インヲラ整

備については公共的にやるんだという乙とでありますけれども、大事な

点がまだ一つあるわけです。

一つは、規制の問題です。規制の問題をどう扱うかというのが、今度

のリゾート法の一つの大きな眼目です。という乙とは、館山市という公

共的な市の立場から自然環境を守る、館山市のよさを生かす、館山市の

基本構想の考え方というものを一一全面的に私は賛成だとは言いません

けれども、乙ういうものの申で基本構想を生かした申で整備を進めてい

くという点では、乙の規制の問題をどう扱うかというのがポイントなん

です。企業の言うがままに規制を緩めてるという乙とになった場合に、

最悪の事態も考えられる。しかし、乙れをうまく使う乙とによって、う

まくコントロールする乙とによって非常にいいリゾート地として成功さ

せていく乙とも可能だという点で、乙の規制の問題というのが大変重要

だと思うんです。ど乙を規制して、ど乙を緩めるのか、乙ういう開題が

公共的な立場である市、市長きんの腹の申では大変難しい問題だろうと

思うんです。乙れを失敗すれば市長さんの政治責任が関われるという問

題だろうと思うんです。
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だから、乙れまでも私は聞いてくるわけですが、自然を生かすという

ような乙とで、そういうリゾートだ。それはみんな賛成なんですよ。し

かし、その言葉は賛成だけれども、内容がどうかという乙となんです。

市長さんは、文化福祉都市という乙とを言っている申でも、どうも私は

言葉と裏腹ではないかと言うわけです。それで、館山の乙の地域がiまか

の地域と遣う、乙れは安房郡が非常に特殊な一一安房郡というよりも、

今度開発の対象になっている房総半島の先端部分、非常にほかの地域と

遣う、館山の市街地とも遭う非常に特殊な自然環境と社会環境をもって

いると乙ろだ、乙れを生かさない手はないと思うんです。

確かに、オオウナギなんでいう熱帯性の動物が、館山が黒潮lと洗われ

る非常に特殊なと乙ろだという乙とを示す、非常に大事な文化財だと思

うんです。宝だと思うんです。乙の地域が全国lζ誇り得ると乙ろだと思

うんです。乙れ{>死滅させてしまうような開発というのはやはりまずい

だちうと思うんです。それから、先ほど、坂井翁作の古墳の話もいたし

ました。乙の地域が黒潮にのってきた忌部氏によって開発されたという

歴史がいわれているけれども、乙れがどういう内容であったのかという

点では、安房神社が非常に大きな拠点とされて、それとの関係から考え

て也坂井翁作古墳の申で非常に文化程度の高い剣が出土したという乙の

歴史的な事実、大変重要だ。しかし、ぞれが壊されて、今では跡形もな

い、とういう歴史があるわけです。今後;乙ういうような歴史的な遺物

の出土じてくる可能性もないわけじゃない。大変、乙の地域の文化と歴

史を語る上では大変重要なものだと思うんです。乙ういうものを本当に

大事忙してい〈というお考えあるんですか。

基本構想の申では、乙ういうものは大事な乙とだ、他の地域との差別

化という乙とを一一差別という言葉、あまり私は……、乙ういうと乙ろ

でも使うのかなと思いましたけれども、差別化という乙とで地域の特徴

をうたい上げる乙とが大事だといっているわけです。そういう視点から

見た場合位、大変大事な点だと思うんです。そういう点から、市長が宝

石のように光り輝くまちだと言うのは、本当に信じていいんですか。繰

り返し、くどいようですけれども、その辺のお考えをはっきりさしてほ

しいんです。それを守るという方向で乙の規制の問題についても、市の
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いろんな規制の問題、規制の緩和の問題についても、場合によっては、

規制をこの点については強めなきゃならぬ、緩和なんてとんでもないと

いう場合も出てくるでしょうし、そういう乙とで考えていくのかどうか

という乙となんです。

野鳥の森についても、大変、渡り鳥の関係からいって、渡り鳥の中継

地点という乙とで、乙の土地以外に場所を変えるわけにいかないですね。

野鳥に乙乙をゴルフ場にするからほかに行ってくれといって、行く野鳥

はたしていますか、場所変えられないんです、どうしても。私、自然科

学者でないですから、断言はできませんけれども、素人考えでもそう思

いますよ、引っ越してくれというわけにいきませんから。そういう点か

らしでも、野鳥の森を含む鳥獣特別保護区を保護するという考え t~ 立て

ないのかどうか。ゴルフ場つくればだめですよ、乙れは明らかですから。

乙乙 lζ野鳥の観察舎をつくるなんていうきれいごとを言ったってだめで

すよ。乙の辺やはりどういうふうにお考えなのか。

調整を図れるものは図っていくという部長きんの話なんですけれども、

どういうつもりなんですか。そういうような小手先の話を聞いているん

じゃないんです。きちんとお答えをいただきたいと思うんです。そして、

先ほどの、あくまでも乙の基本構想の考え方を踏まえた申でゴルフ場計

画ができてきた、あくまでも乙ういう考えだというお考えでしたら、そ

れはそうだというふうにお答えください。

。市長{半海良一君} 昨日も御答弁申し上げましたけれども、企業に

は企業の論理があります。自治体lζ は自治体の論理があるわけでござい

ます。その論理の相矛盾すると乙ろもありますけれども、そうしたと乙

ろを十分調和しながら計画を定めていく、そういう考え方にしておるわ

けです。

0経済部長(安西良一君) コンペンショシピユーローに対する出摘金

の関係はっきましては、現段階では全く示されておりません。したがい

まして、私どもとしては不明でございます。

それから、野鳥の森の関係でございますけれども、乙れから県等とも

十分協議を重ねてまいりたいというように考えております。

以上でございます。
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o 1 1番(神田守隆君) 教育長にお伺いします。

どうも市長さんのお話でも、あれで話が進みそうもありませんので、

オオウナギの学術的な意義について私は繰り返し言いました。乙れは教

育長さんの方ではどのようにお受け止めになっておるのか、また坂井翁

作古墳の消滅の乙うした経過について、どのようなお考えを持っておる

のか、やはり乙ういうものの重要性について文化財として大事なことだ

というふうに考えますので、その辺については、教育長さんとしては、

社会教育というような視点からどのようなお考えを持っているのか、お

聞かせをいただきたい。

さらに、鳥獣保護特別区についてもどういうふうに考えておられるの

か。私は、渡り鳥の生息という点からすると極めて重要だという点を指

摘しましたけれども、乙の辺についてはお考えはどうなのか、これをお

聞かせいただきたいと思います。

。教育長{福原 修君} オオウナギの件でございますが、オオウナギ

は昭和 33年 7月 16日比館山市の指定の天然記念物になっております。

佐野川の改修にあたりまして、教育委員会といたしましては、館山市文

化財審議会lζ 開発工事につきましての調査を依頼いたしましたら、その

審議会の委員から報告がございまして、その工事を変えるような指示が

ございまして、それに従って工事が行われました。そのようにできるだ

け保護には努めております。

現在、昭和 49年 6月 23日lとオオウナギは発見されておりまして、

その後は確認されておりませんけれども、乙の報告書はよりますと、河

川の状況及び水質等を考慮すると生息しているんではないか、乙のよう

に文化財審議会の方々は主張されていらっしゃいまして、私たちもその

言葉を信じまして、生息の可能性を信じておるわけでございます。

なお、その他、文化財の保護につきましては、開発にあたりましては

必ず県教育委員会の文化課の担当官民お願いいたしまして調査をいたし

まして、そして、文化財が存在をするかしないかの調査を十分にやって

いただきまして、文化財の存在がないという乙とを確認されてから開発

ということが行われているわけでございます。

したがいまして、先ほどから御指摘いただきました、何か全然文化財
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の保護lと関しては市は何も注意そ払ってないじゃないかというように御

意見をいただいておったわけでございますが、そういう乙とはございま

せんで、開発と同時に貴重な文化財は守らなければならないというよう

な乙とは、市も教育委員会も同じ歩調で努力いたしておるものでござい

ます。

翁作の古墳がなぜそのように破壊されたのかという乙とについて、資

料を持ち合わせておりませんので、よくわかりませんけれども、現在、

翁がっくりました剣につきましては、国立歴史博物館の教授にお願いい

たしまして、立派にっくり上げまして、現在、博物館lζ保存しでござい

ます。

それから、自然保護はっきまして、お前の意見はどうだという御質問

でございますけれども、もちろん自然の野鳥等は保護しなきゃいけませ

んし、生息巻図っていかなければならない、乙れは当然な ζ とでござい

ますが、開発という大きな問題もまた同時に市として考えていかなきゃ

いけないんじゃないか、乙のように考えております。最も被害の少ない

ような方法において、大きな方針の開発という乙ともまた肯定していか

なきゃいけない、乙のように考えているわけでございます。

以上でございます。

O議長(飯田義男君) 以上で 11番議員神田守隆君の質疑を終わりま

す。

次、 21番議員辻田 実君。御登壇願います。

(2 1番議員辻田 実君登壇)

02 1番(辻田 実君) 通告いたしました 5点について御質問申し上

げます。

まず、最初に、第 6款の農用地流動化奨励交付金の減額についてお尋

ねを申し上げたいと思います。

乙れはっきましては、説明資制の申はございますように、対象面積 1

o 0 O!ーがあるわけでございますけれども、乙れが 11 2!-という乙と

で 9割も減っておる。どういう事情でもって乙の 10 0 0 x-が 11 2 x-
という数字lと減らなければならなかったのかという乙とについて、その

理由と状況を教えていただきたいと思います。
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ます工、 6年臥上の対象のと乙ろで 10 0 0 I-、また 10年以上の対象

のと乙ろが 10 0 0 xーがあったわけでございますけれども、制度改正に

よりまして乙れがゼロになったわけでございますけれども、乙の対応は

どうなったのか。

そして、乙乙にもあるように毎年行いまして、 10 0 0 x-以上のとこ

ろが 10年も継続というのはどういう乙となのか。 6年以上の継続とい

うのはどういう乙となのか。同じと乙ろを 10年間続けるという乙とな

のか。毎年切り替えだったら 6年とか、 10年というのはないはずなん

ですけれども、乙の耕地面積はどうかという、その内容がちょっと今ま

での形の申で不勉強であって申しわけないんですけれども、それらの 1

0年も続けているものについての切り替えがどうなのかという乙とを少

し不勉強でございますので、教えていただきたいというふうに思います。

2番目には、議案書の 21す、第 7款汐入川の滅菌装置の機能と効果

についてですけれども、乙れは先ほど神田議員の方の質疑の申でもって

おおむね間趣旨でございますので、その部分については省かせてもらい

ますけれども、乙乙でもって 2点お伺いしたいと思います。

第 1点は、乙の予舞がどうして 7款の商工観光費l乙計上されなければ

ならなかったのかということでございます。当然、私は、乙の種の問題

については第 4款の衛生賓の申でもって扱っていくのが本来的なととで

おろうと思うんですけれども、乙乙のととろは従来、観光費の申で、観

光課でもって処理されていると乙ろに問題、また行政の運営執行につい

てかなり無理があるんじゃないかというように思うんですけれども、乙

乙ら辺はどうなのか。ひとつ御見解を聞かしていただきたい。

それから、もう一つは、大腸菌を主としたと乙ろの滅菌という乙とを

聞いておりますけれども、乙の滅菌装置の薗としては、大腸菌、そのほ

かにはあるのか。どの種のものを目的にした滅菌なのか。乙れぞ今、少

し一一一抽象的位、神田さんの質問には答えられておりますけれども、具

体的にわかる範囲で……。大腸菌なら大腸菌だけで結構ですけれども、

その他ある程度の細菌に効く、乙ういう乙とでも結構ですけれども、ど

れ毎日途tとしているのか、それを聞きたい。

同時に、回数。 1年聞を通して何回ぐらい滅菌をするのか。同時に、
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菌の検査は年間何回ぐらい、いつごろ一一-1月とか、 3月とか、 6月と

かというのがあるんですけれども、定期検診が行われておるのか、おら

ないのか。どうも、私は、夏ちょっとやるだけであと全然やってないよ

うなんですけれども、回数がどうなのかという乙と。通常の細菌検査と

いうのは何の細菌検査一一一大腸菌なり、いろんなのがあるわけですけれ

ども、菌の検査は行っているのかどうか、乙の点についてこの項でお伺

いをいたしたいと思います。

3番目 lとは、館山運動公園の整備事業の繰り延べでございますけれど

も、乙の点につきましては、神田議員の方でもって私と全く同趣旨のも

のでございますので、乙れは省略をいたしたいと思います口

4番目 lζ 、 10款の造形作品購入計画の変更についてでございます。

乙れにつきましては、作品の購入計画の変更による増といラ ιとになっ

ているわけでございますけれども、どういう作品の購入予定がどのよう

に変更になって、そして乙のような増額になったのか、その内容を少し

具体的lζ教えていただきたいというふうに思います。

5番目 lとは、通告いたしましたのは、 26ずの第 11款申、土木施設

災害復旧事業債 29 1 0万円についてという乙とでございますけれども、

同じく乙の補正予算の申には、 22ずの 8款道路新設改良事業債 157

5万円があるわけでございますけれども、乙うした事業lζ 対して、きの

うの質問の申でもって、市長は、起債の返済割合が予算の 20%前後で

あるので、乙の乙とがすぐ予算を圧迫するという乙とはないので、起債

については多いという意見であるけれども問題はなかろう、乙ういう乙

とを言っておったんですけれども……。しかしながら、起債総額が当初

予算に近い数字にあるという乙とについては、非常に我々といたしまし

でも市長の見解とはかなり遣いますけれども、多過ぎる、減らさなきゃ

ならないという見解に立っておりまして、そういう申でもって、乙の種

のものについて起債を伺いでいくという乙とはどういう乙となのか。

一方においては、繰り上げ償還というのを行っているわけです。繰り

上げ償還は少しでも起債を減らした方がいいからという乙とでもって、

余裕金が出ると減らしておる、どうもその点については私どもの方から

見ると統一的に行われてないんで、その都度質問なり、その都度議案説
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明について、一方では予算を少しでも減らさなきゃならないという乙と

で繰り延べを何億何憶という乙とでもってやっていく、一方においては

予算に占める起債割合がまだまだ 20%程度だから通常行政に影響する

ほどではないので、できるだけ起債を有効的に使って事業を推進してい

くという乙と、一貫性がないように見えるんです。市長の方は一貫性を

持っていると思うんですけれども、我々議会側から見ると、また市民の

側から見ると、その都度主義というのがあるんじゃないか。

そういう申でもって、今回の土木災害復旧にあたって起債を充当して

いくということは、私は起債を充てなくてもいいんではないか。起債は、

この説明の申にありますように、据え置き期闘を置いて 25年間という

長期のものという乙とと、同時lζ8%以内ではありますけれども利息を

払うわけですから、利息は払わない方がいいんですから、 8%という額

は大変な額でございます。総額 90憶を超えているわけでございますか

ら、 乙の 8%という額になりますと何億でございますから、膨大な額に

なる。 その利息だけでも大変な額lとなるわけでございますから、 しkが

って、そういう面において私は先のことを考えて、今の市長、さらには

議会としてもできるだけ借金は後の人に残さないというのが、私は市政

のあり方だというふうに思っておるわけでございまして、そういう意味

では ζ の程度のものは今までの予算執行の申において当然一般財源の申

で埋めても犬丈夫な額といラふうに思うわけでございます。去年も 4億

の繰越金を出した、ととしもかなりの繰越金が出るような状況があるよ

うでございますけれども、そうなってくるんだったら、そういう形で繰

り越し出きなくて、乙の程度のものについては起債ではなくてやはり一

般財源で埋めておいて、起債を少しでも減らすという乙とをされたらど

うかと思うんですけれども、乙の起債の予算計上はどういうメリッ トが

あるのか、 どういう考えで起債を仰がなければならないか、 乙の点につ

いて教えていただきたいと思います。

以上でございます。

(市長半海良一君登壇)

。市長{半海良一君) 辻回議員の御質問にお答えをいたします。

第 1点は、農用地流動化奨励金の減額についての御質問でございます
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が、農地流動化奨励金交付事業が今年度より農地流動化助成金交付事業

に改正され、それに伴いまして、県から市町村を通じて交付対象者へ交

付きれていました補助金の流れが、今年度より県から千葉県農業開発公

社を通じて交付対象者へ交付される乙とに変わりましたために減額する

ものでございます。

また、県単独補助事業であります千葉県農用地利用増進特別対策事業

による 3年以上 6年未満のものはっきましては、従来どおり市町村を通

じて交付対象者へ交付されますが、当初、 10 0 O!ーを見込んでおりま

したものが 11 2!ーの実績でございましたので、それに伴いましてあわ

せて減額補正するものでございます。

次lζ 、汐入川の滅菌装置に関する御質問でございますが、従来の経過

がございまして、乙の滅菌装置は海水浴場対策という乙とで設置きれた

ものでございますので、商工観光課の予算という ζ とになっているわけ

でございます。

大腸菌の滅菌あるいはその検査等につきましては、部長の万から御答

弁いたします。

造形作品の購入計画の変更の内容につきましては、教育長から御答弁

申し上げます。

次1ζ 、第 5点の土木施設災害復旧事業費についての御質問でございま

すが、それに関連いたしまして地方債についての御質問でございますが、

今回の土木施設災害復旧事業につきましては、聞における事業費の査定

により額が決定されますと、災害需要という特殊な事情から、事業tζ要

する費用の 3分の 2tとつきましては国庫補助金が措置され、さらに、残

りの 3分の 1につきましては 10 0 %の起債が認められ、その起債の元

利償還金の 95%につきまして交付税で措置される乙とになっているわ

けでございまして、大変有利な制度でございますので、乙うした制度を

利用して財源を確保しようとするものでございます。

また、起債の問題についていろいろ御意見を承りましたけれども、従

来、繰り上げ償還をしてまいりますのは、金利の高いものから償還をい

たしまして、金利の安い起債をする乙とによって負担の軽減を図ってき

たと乙ろでございます。
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以上、答弁を終わります。

0民生部長(小幡靖之君) 大腸菌の検査関係についてお答え申し上げ

ますが、海水浴場開設期間中は 1週間に 1遍ずつ検査をしておったわけ

でございます。海水浴シーズン終了後は、 10月に 12日と 26日の 2

園、 11月tz:1 6日に 1回、現在までそのような検査をやっていますが、

今後、乙の滅菌装置ができまして穣働を始めましたら、やはり 10日lζ

1遍、あるいは 1週間に 1遍のサイクルで検査をしていきたい、乙のよ

うに考えております。

以上でございます。

O教育長(福原 修君) お答えいたします。

第 4点、造形作品購入計画の変更の内容についての御質問でございま

すが、造形作品の購入にあたりましては、毎年開催されます新制作展、

二科展及び院展等lと出品された芸術性の高い作品の申から、東京芸術大

学教授澄川喜一氏に選定を依頼していると乙ろでございます。今回、購

入予定の作品は、芸術性はもちろん設置場所の城山公園芝生広場にふさ

わしいものと考え、不足する 200万円の補正をお願いするものでござ

います。よろしくお願いいたします。

。経済部長(安西良一君) 農用地の流動化の奨励交付金についての関

係でございますが、 10 0 0 tーがなぜ 11 2!ーになったか、その理由と

いう ζ とでございますが、 10 0 O!-とゃうのは一応予算化する時点で

胃標としているものが、各 3年から 6年未満のものについては 10 0 0 

Z一、あるいは 6年から 10年のものについても 10 0 O!-という乙とで、

1 0年以上についても 10 0 O!-という乙とで、全体的lζ30 0 0とい

うような乙とで目標値を設定しておるというわけでございます。

ぞれが、たまたま、 3年から 6年までの部分について、 63年度契約

が成り立ったものについて、貸し付けと借り受けの契約が成り立ったも

のについてはたまたまぞれが 11 2!ーだという乙とでございます。

ぞれから、例えば、その 3段階の区分けがどうしてなっているのか、

あるいは切り替えがどうなっているのかというような御質問でございま

したが、乙の制度はいわゆる休耕地になっているものを掘り起乙し、活

用させるというような目的のもとに、それを奨励しようというような乙
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とで、国や県が乙の事業を実施しておるわけでございますが、農地の貸

し手あるいは借り受け手の聞での契約が 3年から 6年、あるいは 6年か

ら10年未満、あるいは 10年以上という乙とで、その双方の話し合い

の申で当初に決められるわけでございます。ぞれによりまして補助金が

幾らという形で決められてくるというような乙とでございます。

それから、いわゆる滅菌がどのような目的でやられるのかという乙と

でございますが、乙れはふん便性の大腸菌&殺菌するというようなこと

で実施されるものでございます。

以上です。

02  1番(辻田 実君) 最初の農用地の流動化ですけれども、当初予

算の申でもって検討すればと思うんですけれども、その申ではなかなか

乙ういう問題というのはわからないで、こういう補Eが組まれたような

ときに討議する筋合いだというふうに思いますので、もう一つだけ聞き

たいと思うんですけれども…・・・。

休耕地の掘り起乙しとか、貸借関係の契約というのは、結局とれが 3

年とか 10年続くという乙とは、具体的にどういうふう忙なるのか。続

いているものについて館山の場合~c. 3年未満のものが減る、当初 100

OTのものが 10分の 1Iζ減るという乙とはちょっと考えられないんで

すけれども、乙乙ら辺をもう少し具体的lζ教えていただきたい。

市長の答弁の申にもありましたように、乙れはそういう利用者がなく

なったからという乙とですけれども、ぞれにしてはなぜ当初に 1000 

?というものを組んで、それがわからなかったのかという乙とを一一一そ

乙までになるとちょっとしつ乙い質問になりますけれども、何か特別の

事情があったんじゃないか。それだけでは「はい、そうですかJという

わけにいかない感がしますので、ぞ乙ら辺のと乙ろをもう少しかいつま

んで教えていただきたい。

それから、 7款の汐入川の滅菌装置でございますけれども、先ほど神

田議員の質疑の中にもありましたように、乙れはかなり公害とか、他の

地域において乙の滅菌という乙とはあまりはやらないんじゃないか、は

やらないというか申止していると乙ろが多いんじゃないか、乙ういう乙

とが指摘されまして、論議されましたが、私もそのように聞いておりま
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す。

というのは、あの滅菌装置は、 20年ぐらい前に設置したときに、海

水浴場を開設するについては県の衛生課の検査を受けなければいけない、

大腸菌の検査です。新聞に発表されるという申でもって、どうしても検

査に受からないから、あの塩素滅菌をやると検査に通る、検査に通すた

めに滅菌装置だという形でやったものですから、いろいろな週刊誌とか

新聞、あらゆる面でもってあまりにも見え透いている、検査の前に行っ

て、ひどいと乙ろになりますと検査の通報をスパイしてきて、保健所が

来るらしいという乙とでもって、前日の晩lζ海の申lζ塩素をまいて、検

査するところの菌を減らしておいて、検査に通ったということもあった

ようでございまして、館山じゃございませんけれども、新聞をにぎわし

たという乙とも過去にあって、そういう形でもって抜本的な解消になら

ない、こういう乙との申でもって館山がなお乙ういう形でもってやって

いくという乙とについては、私は問題であろう。

再三、館山湾の浄化の問題については、いろんな議員から何とかしな

ければ館山の海で泳げない、西岬から外房に行くのは当たり前だという

ふう lとなっているんですけれども、根本的な館山湾の浄化、滅菌という

効果はないんで、あくまでも保健所の検査を逃れるための暫定措置。極

端伝場合には、本源がもうだめなものですから、滅菌で一時的に殺しで

も 3日とか 4日経てばまた大腸菌がふえモてきちゃう、結局同じなんだ、

そういうイタチゴッコをやっているという乙とがあって、観光地館山、

館山海岸の海水浴場という一つの館山の大キ守ツチフレーズの申で、も

ろそろそろ乙ういった滅菌装置だけでもって目先をごまかす、ある面で

は大問題ですよ、リクルートの汚職の問題ではありませんけれども。

今までは検査だけ通ればあとは何でもいい、乙れは厳格にやっていっ

たら、そのときは死ぬけれどもすぐ発生するんですから、そういう大腸

菌の検査に受かっていない申で泳いでいるという実態が現実的に暴露さ

れてくれば、大問題になりかねないという乙とであって、今言ったと乙

ろで質問するのは、乙の滅菌装置でもって本当に役所の方では、しかも

観光課がやっていて、衛生課が専門的に取り組んで、年金通じて、根本

的lζ 乙の消毒方法でもって滅菌はできるというものがあればいいんです
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けれども、あくまでも観光対策、保健所の検査をごまかすための手段じ

ゃありませんか。そんな乙乙とをやって売り出すという乙とになれば、

乙れは館山市の本質が問われる問題になるかと思う。

そういう意味では、乙ういうものは取っ払って、本当に裸で勝負する。

館山の海岸は滅菌だとか何とかいう乙とでごまかして大腸菌が少ないん

じゃないだ、本当に少ないんだというくらいのものをやっていかないと、

またそういう乙とをやってもらわないと、観光館山なんでいったって見

捨てられちゃいますよ。そういう面の見解はどうなのか。したがって、

今度新しくそういう機械をやって効果があるなんていったって、それは

検査をごまかす効果があっても本質的な海水浴場の細菌対策にはならな

いんじゃないかと思うんですけれども、そ乙の点についてひとつ教えて

いただきたい。

もう一点、時闘がありませんから、乙れで答弁をもって純わりますげ

れども、交付税の見返りという乙とで起債のものがある左いろ乙とで、

3分の 2の部分についてその残額をという乙とですけれども、 ζ れがそ

ういかない。そして、地方交付税で 95%が補てんされるという乙とで

すけれども、乙れが今、国の財政事情の申でもって、補助金の見返りと

いうのが十分達成されてない、全国市長会、市議会議長会でもってやっ

てくれ、乙としも 3年間の暫定措置が延長されようという乙とでもって、

要するに完全支給してくれという乙とですけれども、乙れはそういう面

では尻抜けになっているという乙とじゃありませんか、現実的には。そ

ういう制度になっているけれども、現実的lと交付税の申でもって乙れと

乙れは完全lζ返ったんだという保証なりそういうものがなくて、総体的

な財政需要額によって算出されるところの計算によって必要な交付金と

いうのがプールされちゃうから、実際lと乙の部分がどうかという乙とは

現実的にはないんじゃないかというように思うんですけれども、乙の点

についてひとつ具体的に教えていただきたいと思います。

以上でもって、質問を終わります。御答弁お願いします。

0経済部長(安西良一君} 農用地の流動化の関係でございますけれど

も、 3年から 10年というのがどうして続くものかというような乙とで

ございますが、先ほども御説明申し上げましたように、契約当時に借り
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手と貸し手の契約期間が 3年であるのか、 10年であるのか、 6年であ

るのか、そういう乙とによっての区分でございまして、途中で変わると

いうものではございません。

それから、 10 0 0 xーはどういうものかという御質問でございました

が、乙れは予算を立てる段階での目標数値でございます。

それから、滅菌装置の効果はどういうものがあるのかという御質問で

ございましたが、昭和 60年 8月 14目、 9月2日、 9月 17日という

乙とで 3日間にわたりまして、県の水質保全課あるいは保健所等と合同

で、河川の生物等の影響を考慮しながら、次亜塩素酸ナトリウムの液の

注入量あるいは塩素滅菌による効果測定をいたしました。海への流入地

点では大腸菌の除去率は 10 0 %であるという乙とが確認されておりま

す。

それから、他市の状況といいましょうか、乙ういったものをやってい

ると乙ろはっきましては、乙の近在では勝浦市が 8カ所、そのうち 5カ

所が穣働しているというととでございます。ぞれから、大原町で 2カ所

やっているというのがわかっております。あと御宿でも錠剤による対応

をしているというような乙とが入っております。ぞれから、海を渡りま

して鎌倉市あたりでもやはり同じような乙とを 5ヵ所でやっているとい

うように聞いております。

なお、その実施箇所でございますが、汐入川のみではなくて、あとほ

かにも予定をしておるという乙とでございます。

以上です。

O総藩部長{渡辺秀夫君) 先ほど、市長が起債の乙とについては答弁

申し上げましたが、普通交付税の基準財政需要額で元利償還 95%が計

上されるという乙とでございますから、交付税で返ってくるという乙と

でございます。

また、補助金のカットとは全く関係はございませんで、交付税の方で

措置されるという乙とを御理解いただきたいと思います。

以上です。

O議長{飯田義男君) 以上で、 21番議員辻田 実君の質疑を終わり

ます。
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以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員で御質疑

ございませんか。---1卸質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いた

します。

委員会付託

。議長(飯田義男君) ただいま議題となっております議案第 41号乃

至議案第 49号の各議案は、お手元lと配付の議案付託表のとおり、所管

の常任委員会lζ 付託いたします。

請願書の上程

。議長(飯田義男君) 日程第 3、請願第 14号乃至請願第 16号を一

括Lて議題といたします。

委員会付託

。議長(飯田義男君) ただいま議題となりました各請願は、 12月9

日議会運営協議会開催までに受理したものであります。

お手元lζ 配付の請願付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたし

ます。

議長の報告

。議長(飯田義男君) なお、乙の際御報告いたします。

1 2月9日議会運営協議会開催までに受理した陳情書は、お手元lζ配

付の陳情送付衰のとおり、所管の常任委員会lと送付いたしましたので、

御報告いたします。

延 会午前 11時 55分

。議長(飯田義男君) お諮りいたします。

本日の会議はこれにて延会いたしたいと思います。乙れに御異議あり

ませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(飯田義男君) 御異議なしと認めます。よって、本日は乙れに
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て延会する乙とに決しました。

なお、明 17日から 22日まで委員会での議案審査のため休会、次会

は 12月 23日午前 10時開会とし、その議事は、議案第 43号乃至議

案第 49号等lζ係る委員会での審査の経過及び結果の報告、討論、採決

といたします。

乙の際、申し上げます。各議案等に対する討論通告の締め切りは、 1

2月23日午前 9時でありますので、申し添えます。

。本日の会議lζ付した事件

1 議案第 43号乃至議案第 49号

1 請願第 14号乃至請願第 16号
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